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R5.1.19 現在 

 

暴行に繋がりかねない不適切な言動（レベル 1）に対する 

対応及びフローについて 

 

■レベル別対応（案） 

 ● レベル 0 特に問題とならない程度の行為 

   〇担当者は、通常通り、所属長への業務報告を行う。 

 ● レベル 1 不適切な言動（生命・身体を害する程度が低い有形力の行使など） 

   ○担当者からの報告内容の程度や頻度を踏まえ、所属長は以下の対応を行う。 

・関係部局や外部の関係機関への協力要請 

・弁護士、警察等への対応相談 

・担当係長などとの複数者での対応 

 ● レベル 2 生命・身体を害する程度が高い有形力の行使 

   ○殴る、蹴る、刃物を出す、喧嘩をするうえで服を掴むなどの暴力行為については、上司に報告するまでも

なく、担当者は現場で以下の対応を行う。 

     ・被害者の救護 

     ・110 番通報 

    （・現行犯逮捕） 

■対応フロー（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当者 
・面談の実施 

 レベル 1  

不適切な言動 

 レベル 2  

生命・身体を害する程度が高い

有形力行使 

 レベル 0  

特に問題なし 

担当者 

●所属長へ通常の業務報告 

担当者 

●言動を記録 

●所属長へ速やかに報告 

ケースワーカー 

●状況に応じて以下の対応 

・被害者の救護 

・110 番通報 

（・現行犯逮捕） 

●上記の対応後、速やかに所

属長へ報告 

所属長 

●局・区長へ報告 

●言動の程度や頻度に応じて

以下の対応を検討 

  ・複数者での対応 

・関係部局等への協力依頼 

・警察、弁護士等への相談 

所属長 

●速やかに局・区長へ報告 

●現場の状況を把握、管理 

局・区長 

●速やかに担当副市長、市長

へ報告 

●必要な措置を所属長へ指示 

局・区長 

●必要に応じて担当副市長、

市長へ報告 

●必要に応じて対応等を所属

長へ指示 

所属長 

●事案の対応について所属、庁内と情報共有 


